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議案第４号 

幸手市介護保険条例の一部を改正する条例 

幸手市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（市町村特別給付） 

第２条の２ 市は、市町村特別給付（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第６２条の市町村特別給付をいう。）として紙おむつの支給を

行う。 

２ 前項の市町村特別給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第３条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」

に、「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」を「法」に

改め、同項第１号中「２４，３００円」を「２５，４００円」に改め、同項第２号

中「３２，４００円」を「３３，９００円」に改め、同項第３号中「３７，８００

円」を「３９，６００円」に改め、同項第４号中「４８，６００円」を「５０，９

００円」に改め、同項第５号中「５４，１００円」を「５６，６００円」に改め、

同項第６号中「６４，９００円」を「６７，９００円」に改め、同項第７号中「７

０，３００円」を「７３，５００円」に改め、同項第８号中「８１，１００円」を

「８４，９００円」に改め、同項第９号中「９１，９００円」を「９６，２００円」

に改め、同条第２項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５

年度」に改め、同条第３項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から

令和５年度」に、「２００万円」を「２１０万円」に改め、同条第４項中「平成３

０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に、「３００万円」を「３

２０万円」に改め、同条第５項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度ま

での各年度」に、「１３，５００円」を「１４，１００円」に改め、同条第６項中

「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１３，５００

円」を「１４，１００円」に、「１８，９００円」を「１９，８００円」に改め、

同条第７項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１

３，５００円」を「１４，１００円」に、「３５，１００円」を「３６，７００円」

に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  令和３年２月２２日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

      提 案 理 由 

第８期介護保険事業計画期間（令和３年度から令和５年度まで）における介護用

品の市町村特別給付及び第１号被保険者の介護保険料率に関する規定の整備をした

いので、この案を提出するものである。 


